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この授業について

Á 現代におけるサイバー世界、特にインターネッ
トにおけるガバナンスについて検討していき
ます。

Á 講義・検討に加え、各分野の有識者をゲスト
をお招きして、「現在」の課題への取組みに
ついて、臨場感のある検討を行っていきたい
と考えています。

Á 世界的な脅威の背景となる、組織犯罪やテロ
についても採り上げる予定です。
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＠SFC

Á SFCにおいて、
· インターネットの技術面について研究をし
てきた方

· これから研究をしようとする方

Á それらの技術が現実世界でどのような
形で利用され、問題の克服のためにど
のような取組みがなされているかを理
解していただくために、勉強してほし
い内容
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対象＋

Á この分野の政策や企業としての取組み
に関心のある方の聴講を歓迎します。

Á 大学院の講義ですが、意欲ある学部生
にも聴いていただけると幸いです。

Á 各分野の責任あるポストでご活躍の方
をゲストでお呼びするので、その講演
を聴くための参加も歓迎します。



ネット時代の脅威

システム、コンピュータの破壊・損壊

ネットワーク利用犯罪

違法・有害情報

環　境

サイバーテロ
システム障害
情報漏洩

詐 欺

殺 人

児童に対する侵害

名誉毀損
ポルノ、違法な情報

誹謗中傷

｢祭り」、いじめ

家出サイト、モデルサイト

　不正アクセス

出会い系サイト

自殺サイト

フィシング、スパイウェア
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ネット社会のガバナンス

Á インターネットのガバナンスの世界的な仕組
と状況

Á 問題状況に対応するための世界的な体制

Á 日本におけるネット社会のガバナンスのため
の仕組

Á 「環境としてのネット」への対応

Á ネット社会において脅威となり得る存在とそ
の対応
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授業の構成（１）

· 第1回サイバー世界のガバナンス
· 第2回サイバー世界における問題状況
· 第3回日本の情報セキュリティ戦略と国際
連携

Á内閣情報セキュリティセンター

· 第4回サイバー犯罪に対する国際的取組み
· 第5回企業における情報セキュリティ戦略
Á経済産業省情報セキュリティ政策室
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授業の構成（２）

Á 第6回違法・有害情報（１）
Á 第7回違法・有害情報（２）
· ネットに関する問題に永らく取り組み、違
法・有害情報の通報機関でもある、インター
ネット・ホットラインセンターにも関わっ
ておられる方をお招きして講義をいただき
ます。

Á 第8回組織犯罪対策（１）
Á 第9回組織犯罪対策（２）
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授業の構成（３）

Á 第10回ネットの安全に向けた活動
· ゲスト：JPCERT/CC
Á 第11回デジタルフォレンジック
· ゲスト：警察庁情報技術解析課

Á 第12回テロ対策
Á 第13回まとめ
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評価

Á ゲスト講義に関するレポート

Á 最終レポート
· テーマはおつてお示しします。
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レポート

Á ゲスト講義に関するレポート
· ゲストの方のお話について、毎回レポート
を出していただきます。提出期限は、１週
間後。通常は翌週の授業まで。

· 長さは2000字程度。超えてもかまいません。
· 提出方法は、SFC-SFS経由。

Á 最終レポート
· テーマは追ってお知らせします。
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本日のテーマ

Á インターネットの歴史と仕組み

Á 世界的なガバナンスをめぐる状況
Á 日本におけるITガバナンスの状況
· 情報セキュリティ

· 違法有害情報関係

Á ITガバナンスに関する視点
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インターネットの歴史

Á 1957年　ARPAの誕生
Á 1961年　核戦争対応の指揮統制システム
研究

Á 1969年　ARPANET
Á 1983年　軍システムとの分離、学術中心
のNSFNETへ
Á 1995年　インターネット基幹システムへ
Á 1998年　ICANN設立、米国政府とMOU
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インターネットの仕組

Á ドメイン管理、ルートサーバー
Á IANA （Internet Assigned Numbers 

Authority） ,http://www.iana.org/
Á ICANN（Internet Corporation for 

Assigned Names and 
Numbers）,http://www.icann.org/
Á IETF（Internet Engineering Task Force）
Á RFC, BOF, WG 
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ITコミュニティ

Á 実は Face to Face に近い
Á 人間関係が大切

Á カジュアル
· IETF
· 法執行機関の会合ですら
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「伽藍とバザール」

Á http://cruel.org/freeware/cathedral.html
Á Linuxなど
Á 少人数のチームでしっかりとした設計思
想で作る

Á 多くの人に意見を求める（RFC)、可能な
最高の頭脳によるフィードバック、「先
の見える」・楽しそうな状況を提示
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インターネットの利用の変化

Á 同じコミュニティの人々

Á 知見を持った人々の集まり

Á 限られた国、組織

　　　　↓

　広範な人々・組織による利用

　重要な社会的国家的基盤による利用

　多くの国々による利用

　　　犯罪者による利用
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インターネット・ガバナンスを
めぐる議論（１）

Á 世界情報社会サミット（WSIS)
·２００３年、２００５年に開催
·主催は国連（ITUが準備を主導）
Á2001年、２００２年の国連総会決議
で開催決定

·２００３年の行動計画に基づいて
WSIGが作業
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ICANN組織図
(http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No31/100.html)
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WGIG提案モデル
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WGIGレポート

Á 特定国がインターネット・ガバナンスにおい
て優越的立場にあるべきではない

Á ガバナンスは公正で民主的な多国間の形態を
とるべきである

Á ガバナンスは、あらゆる関係者がそれぞれの
役割に応じて参加するべきである

Report of the Working Group on the Internet 
Governance, June 2005, 
http://www.wgig.org/docs/WGIGREPOR.doc 



(c) Akira　Saka, SFC, Keio 22

インターネット・ガバナンスをめぐる
議論（２）

Á インターネット・ガバナンス・フォー
ラム（IGF)
· 2006年10月、2007年11月
· セキュリティ、情報流通についても議論

· 運営主体のあり方については今後更に検討

· 次回はインド
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ここまでの参考資料

Á 山口広文,インターネットガバナンス－インター
ネットの世界的普及と国際管理体制の課題ー,レ
ファランス2007.9,国立国会図書館
· http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200709_

680/068002.pdf
Á 情報通信白書
Á 経団連

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/index
06.html
Á JPNIC 

http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No31/100.html
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日本におけるITガバナンスの状況

Á 日本におけるインターネットに関する
状況

Á 全体の枠組み

Á 情報セキュリティについて

Á 違法有害情報について
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インターネットの普及状況

情報通信白書平成20年版より
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インターネット利用端末の種類
（平成19年末）
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インターネット利用端末別の利用人口推移



(c) Akira　Saka, SFC, Keio 28

世代別携帯インターネットの利用率の変化

平成20年版情報通信白書より
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IT戦略



高度情報通信社会推進本部（平成６年８月）

ＩＴ（情報通信技術）戦略本部（平成１２年７月）

高度情報通信社会推進に向けた基本方針
優先的な取組み
①電子商取引の本格的普及 ②公共分野の情報化 ③人材の育成及び情報リテラシーの向上

④高度な情報通信インフラの基盤整備 ⑤ハイテク犯罪対策・セキュリティ対策

世界規模で生じている情報通信技術による産業・社会構造の変革（いわゆる「ＩＴ革命」）に

我が国として取り組み、ＩＴ革命の恩恵を全ての国民が享受でき、かつ国際的に競争力の

ある「ＩＴ立国」の形成を目指した施策を総合的に推進するため、内閣に「情報通信技術（ＩＴ）

戦略本部」を置くこととした。（本部長：内閣総理大臣）

ＩＴ（高度情報通信ネットワーク社会推進）
戦略本部（平成１３年１月）

本部長：内閣総理大臣

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき設置

副本部長：情報通信技術担当大臣、内閣官房長官、総務大臣、経済産業大臣

高度情報通信ネットワーク社会推進本部令に基づく情報セキュリティ専門調査会の設置

政府の取組み



ＩＴ基本法（１）

Á 「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」

Á 平成１２年１１月２９日成立、１３年１
月６日施行

Á 目的

·　情報通信技術の活用により世界的規
模で生じている急激かつ大幅な社会経
済構造の変化に適確に対応することの
緊要性にかんがみ、高度情報通信ネッ
トワーク社会の形成に関する施策を迅
速かつ重点的に推進すること
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ＩＴ基本法（２）

Á 定義
·「高度情報通信ネットワーク社会」
とは、インターネットその他の高度
情報通信ネットワークを通じて自由
かつ安全に多様な情報又は知識を世
界的規模で入手し、共有し、又は発
信することにより、あらゆる分野に
おける創造的かつ活力ある発展が可
能となる社会



(c) Akira　Saka, SFC, Keio 33

ＩＴ基本法（３）
Á 施策の基本方針
· 高度情報通信ネットワークの拡充、コンテンツの充実、
情報活用能力の習得の一体的推進

· 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、公
正な競争の促進その他の措置

· 国民の情報活用能力の向上及び専門的人材の育成
· 規制改革、知的財産権の適正な保護・利用等を通じた
電子商取引の促進

· 電子政府、電子自治体の推進（行政の簡素化、効率化、
透明性の向上）、公共分野の情報化

· ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の
保護

· 創造性のある研究開発の推進
· 国際的な協調及び貢献（国際規格の整備、対ＬＤＣ協
力）
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ＩＴ基本法（４）

Á 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
の設置
· 内閣に設置（本部長―内閣総理大臣）
· 官民の総力を結集（全閣僚及び民間有識者により
構成）

· 重点計画の策定

Á 重点計画
· 基本理念及び施策の基本方針に沿って、政府によっ
て迅速に講ぜられるべき施策を定めた重点計画を
策定、インターネット等により公表



ＩＴ戦略本部(平成20年８月現在）

Á 本部長　　内閣総理大臣
Á 副本部長・本部員　関係閣僚
Á 有識者
Á 石塚　邦雄（三越代表取締役社長）　
Á 伊丹　敬之（東京理科大学教授）　
Á 上野　保(東成エレクトロビーム株式会社社長）　
Á 大山　永昭（東京工業大学教授）　
Á 清原　慶子（三鷹市長）　
Á 中村　邦夫（松下電器産業株式会社会長）　
Á 中村　維夫（ＮＴＴドコモ代表取締役社長）
Á 村井　純（慶應義塾大学環境情報学部教授）
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ＩＴ政策の仕組（１）

ＩＴ戦略(e-Japan 戦略）

重点計画

情報セキュリティ基本計画

セキュア・ジャパン
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IT政策の仕組（２）

ＩＴ戦略本部

情報セキュリティ
政策会議
（ＮＩＳＣ）

インターネット
安心会議

情報セキュリティ 違法・有害情報など
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e-Japanの推進（１）
Á ＩＴ基本戦略（平成１２年１１月）
Á e-Japan戦略（平成１３年１月）
· ５年以内に世界最先端のＩＴ国家

Á e-Japan重点計画（平成１３年３月）
· e-Japan戦略を具体化
· 政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策の全容を
明示（ＩＴ基本法第３５条）

Á e-Japan2002プログラム
· 平成１４年度IT重点施策に関する基本方針
Á e-Japan重点計画-2002（平成１４年６月）
· e-Japan重点計画の見直し



e-Japanの推進（２）
Á H15.7.2　e-Japan戦略IIを決定
Á H15.8.8　e-Japan重点計画-2003
Á H16.2.6　e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ
Á H16.6.15　e-Japan重点計画-2004
Á H17.2.24　IT政策パッケージ-2005 
Á H18.1.19　IT新改革戦略を決定
Á H18.7.26　重点計画-2006を決定
Á H19.4.5　 IT新改革戦略政策パッケージ
Á H19.7.26　重点計画-2007




